
特例輸入者の承認等取りやめ届（Ｃ－9040） 

 

「あて先税関長」欄には、承認又は認定を行った税関長名を記載する。 

「輸出入者符号」欄には、外国貿易等に関する統計基本通達（昭和 59年 10月 17日蔵

関第 1048号）25－６の規定に準じて届出者が保有する符号を記載する。 

「代理人」欄には、代理人が届出を行う場合に、当該者の住所及び氏名又は名称を記

載する。 

「承認・認定番号」欄には、承認番号又は認定番号を記載する。 

「取りやめの理由等」欄には、取りやめの理由の他、特定保税承認者にあっては、法第

50 条第 1 項又は法第 61 条の５の届出に係る場所に外国貨物があるときはその旨を、特定

保税運送者にあっては特定保税運送貨物のすべてが運送先に到着している旨を記載する。 


